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新（R3.10.15 適用版） 現 行 

※変更箇所のみ抜粋 

 
建築関係設計業務等委託料算定要領 

 

第１章 総則 

 

１．基本事項 

本要領は、建築関係設計業務等委託料算定基準（以下「算定基準」という。）に基づき、設計業

務等委託料を積算するために必要な設計業務等委託料の積算に関する事項、業務人・時間数の算

定方法等を示すものである。 

 

２．設計業務等委託料の積算に関する事項 

２．１ 業務人・時間数 

（１）建築関係設計業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）を適用して設計に関する

業務（以下「設計業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数

は、一般業務（共通仕様書第２章２．１第１項に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追

加業務（共通仕様書第２章２．１第２項に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のため

に必要となる業務人・時間数とする。 

（２）建築関係工事監理業務委託共通仕様書（以下「工事監理業務共通仕様書」という。）を適用

して工事監理に関する業務を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般

業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．１に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加

業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．２に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施の

ために必要となる業務人・時間数とする。 

（３）～（４）（省略） 

 

 

第２章 業務人・時間数の算定方法 
 

３．設計業務に関する算定方法２【改修工事】(図面目録に基づく算定方法) 

３．２ 一般業務に係る業務人・時間数の算定 

（１）（省略） 

（２）一般業務に係る図面１枚毎の業務人・時間数の算定 

図面１枚（大きさは、８４１ｍｍ×５９４ｍｍ（Ａ１判）とする。）毎の作成に必要となる業務

人・時間数は、建築改修工事分については（ア）、設備改修工事分については（イ）に掲げる算定

式により算定する。算定式中の図面１枚毎の換算図面枚数については、（３）により算定する。 

（ア）～（イ）（省略） 

（３）（省略） 

 

※変更箇所のみ抜粋 

 
建築・設備設計監理業務委託料算定要領 

 

第１章 総則 

 

１．基本事項 

本要領は、建築・設備設計監理業務委託料算定基準（以下「算定基準」という。）に基づき、設

計業務等委託料を積算するために必要な設計業務等委託料の積算に関する事項、業務人・時間数の

算定方法等を示すものである。 

 

２．設計業務等委託料の積算に関する事項 

２．１ 業務人・時間数 

（１）建築・設備設計業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）を適用して設計に関する

業務（以下「設計業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数

は、一般業務（共通仕様書第２章２．１第１項に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追

加業務（共通仕様書第２章２．１第２項に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のため

に必要となる業務人・時間数とする。 

（２）建築・設備工事監理業務委託共通仕様書（以下「工事監理業務共通仕様書」という。）を適用

して工事監理に関する業務を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般

業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．１に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加業

務（工事監理業務共通仕様書第２章２．２に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のため

に必要となる業務人・時間数とする。 

（３）～（４）（省略） 

 

 

第２章 業務人・時間数の算定方法 
 

３．設計業務に関する算定方法２【改修工事】(図面目録に基づく算定方法) 

３．２ 一般業務に係る業務人・時間数の算定 

（１）（省略） 

（２）一般業務に係る図面１枚毎の業務人・時間数の算定 

図面１枚（大きさは、８４１ｍｍ×５９４ｍｍ（Ａ１判）とする。）毎の作成に必要となる業務

人・時間数は、建築改修工事分については（イ）、設備改修工事分については（ロ）に掲げる算定

式により算定する。算定式中の図面１枚毎の換算図面枚数については、（３）により算定する。 

（ア）～（イ）（省略） 

（３）（省略） 

 

 


